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一

平
成
十
三
年
二
月
十
三
日
提
出

質

問

第

一

九

号

内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
す
る
質
問
主
意
書

内
閣
官
房
報
償
費
の
目
的
に
関
し
政
府
の
見
解
を
た
だ
す
た
め
に
以
下
質
問
す
る
。

一

内
閣
官
房
報
償
費
に
関
連
し
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
各
項
に
定
め
る
目
的
」
（
財
政
法
第
三
十
二
条
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

出
納
管
理
事
務
規
程
第
一
条
で
定
め
る
資
金
前
渡
官
吏
が
存
在
す
れ
ば
、
そ
の
官
職
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
事
務
規
程
第
十
条
で
定
め
る
「
必
要
な
事
項
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

会
計
法
第
十
三
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
他
の
各
省
各
庁
所
属
の
職
員
に
支
出
負
担
行
為
に
関
す
る
事
務
が
委
任
さ
れ
た

事
例
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

同
法
第
十
七
条
に
基
づ
く
資
金
前
渡
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

�

同
法
第
二
十
二
条
に
基
づ
く
前
金
払
又
は
概
算
払
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

�

同
法
第
二
十
三
条
に
基
づ
く
「
渡
切
を
以
て
支
給
す
る
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

�

予
算
決
算
及
び
会
計
令
第
五
十
五
条
で
定
め
る
前
渡
資
金
の
繰
替
使
用
は
可
能
か
。

二

内
閣
官
房
報
償
費
に
係
る
支
出
負
担
行
為
に
関
連
し
て
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



�

そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
会
計
法
第
十
三
条
の
三
に
基
づ
く
認
証
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
否
か
。

�

右
の
認
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
。

三

平
成
十
二
年
度
に
お
い
て
内
閣
官
房
報
償
費
に
係
る
支
出
官
が
作
成
し
た
支
出
済
額
報
告
書
（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
第

六
十
四
条
）
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
明
ら
か
に
で
き
な
い
場
合
は
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

四

官
房
報
償
費
の
取
扱
責
任
者
は
内
閣
官
房
長
官
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
定
め
た
法
令
の
条
項
を
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。

五

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
内
閣
官
房
報
償
費
の
会
計
検
査
に
関
し
て
は
計
算
証
明
規
則
第
十
一
条
（
特
別
な
事
情
が
あ
る
場

合
の
計
算
証
明
）
の
適
用
を
受
け
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
こ
の
規
則
の
規
定
と
異
な
る
取
扱
」
の
具
体
的
な
内
容

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


